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国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！

　

春
は
、
卒
業
・
入
学
、
職
場
で
は
退
職
・
就
職
な
ど
、
人
の

動
き
が
多
い
季
節
で
す
。
こ
う
し
た
「
異
動
」
に
よ
っ
て
、
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
就
職
や

転
職
で
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
や
、
退
職
な
ど
に

よ
っ
て
職
場
の
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し
た
場
合
は
、
市
役
所
の

窓
口
で
国
民
健
康
保
険
に
切
り
替
え
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
下
の
一
覧
表
の
異
動
が
あ
る
方
は
、「
印
鑑
」
と
「
身
分
を
証

明
す
る
も
の
」、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
」
を
持

参
し
、
14
日
以
内
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
市
民
部 

市
民
課　
☎
82-

１
１
１
２

●国民健康保険に入る場合
こんなとき 届出に必要なもの

 職場の健康保険の資格がなくなった  ・退職、離職証明書
 他の市町村から転入した  ・転出証明書
 生活保護を受けなくなった  ・保護廃止通知書
 子どもが生まれた  ・母子健康手帳

●国民健康保険をやめる場合
こんなとき 届出に必要なもの

 職場の健康保険に加入した  ・国保保険証
 　※扶養の方が加入した場合も手続きをお願いします。  ・職場の健康保険証
 他の市区町村へ転出する  ・国保保険証
 生活保護を受けはじめた  ・保護開始通知書

 ・国保保険証
 死亡した  ・死亡を証明するもの

 ・国保保険証

●その他
こんなとき 届出に必要なもの

 住所・世帯主などが変わった  ・国保保険証
 学校などの関係で別の保険証が必要に  ・国保保険証
 なった  ・在学証明書 ( 学校の関係で別の保険証が必要
 　なとき )

 保険証を紛失した  ・身分を証明するもの ( 免許証など )

※国民健康保険に入ったり、やめたりする手続きは、自動ではありません。
　必ずご本人またはご家族の方の届け出が必要です。
※窓口に来る際は、世帯主と対象になる方のマイナンバーが確認できる書類（マイナンバー
カード、通知カードなど）と、窓口に来る方の身分を証明するもの（マイナンバーカード
や運転免許証など）をご持参ください。

　
　たとえば１月に会社を辞めたのに、４月に届出したら…

１月 ２月 ３月 ４月

会社を退職 窓口に届出

１月からの
保険料が必要！！

国保の資格
を取得 さかのぼって…

加入の届出が遅れると…

　
国
保
は
、
病
気
や
け
が
を
し
て

も
安
心
し
て
お
医
者
さ
ん
に
か
か

れ
る
よ
う
、
加
入
者
み
ん
な
で
日

ご
ろ
か
ら
お
金
を
出
し
合
う
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。

　
　
産
業
部 

商
工
観
光
課

商
工
振
興
係
を
設
置

　

産
業
団
地
へ
の
企
業
誘
致
、

商
工
業
者
へ
の
支
援
や
人
材
育

成
の
強
化
に
対
応
す
る
た
め
、

商
工
係
と
企
業
誘
致
係
を
商
工

振
興
係
に
集
約
し
ま
し
た
。

観
光
係
か
ら
観
光
交
流
係
へ

　

観
光
振
興
と
併
せ
て
、
交
流

人
口
の
増
加
へ
の
取
り
組
み
に

対
応
す
る
た
め
、
観
光
係
か
ら

観
光
交
流
係
に
変
更
し
ま
し
た
。

　
　
行　
政　
局

４
月
か
ら
市
の
組
織
を
一
部
再
編
し
ま
し
た

商
工
観
光
課

商
　
工
　
係

企
業
誘
致
係

観
　
光
　
係

商
工
振
興
係

観
光
交
流
係

市
　
民
　
課

市
　
民
　
係

保
健
福
祉
係

市
　
民
　
係

産
業
建
設
課

産
　
業
　
係

建
　
設
　
係

産
業
建
設
係

市
で
は
、
限
ら
れ
た
職
員
数
で
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
、

ま
た
、
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
、

細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
提
供
す
る
た
め
、

４
月
か
ら
組
織
と
事
務
の
一
部
を
再
編
し
ま
し
た
。

　

こ
の
再
編
に
よ
っ
て
、
多
様

化
す
る
ニ
ー
ズ
に
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
柔
軟
な
、
効
率
的
な
対

応
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

市
で
は
引
き
続
き
、
事
務
の

効
率
化
と
細
や
か
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
向
け
て
、
組
織

の
検
討
を
進
め
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
　
総
務
部 

総
務
課

☎
81-

２
１
１
１

１

２

申
請
等
の
受
理
後
は
本
庁
で

　

事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、

申
請
な
ど
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ

く
行
政
局
で
受
理
し
、
受
理
後

の
事
務
を
本
庁
に
集
約
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

商
工
観
光
課
の
係
の
再
編

行
政
局
の
係
の
再
編

市
民
係
と
保
健
福
祉
係
を
市

民
係
に
、
産
業
係
と
建
設
係

を
産
業
建
設
係
に

保
健
師
は

本
庁
に
配
置

　

変
化
す
る
行
政
需
要
に
対
応

す
る
た
め
、
か
つ
緊
急
時
に
も

柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
、
市
民

課
の
市
民
係
と
保
健
福
祉
係
を

市
民
係
に
、
産
業
建
設
課
の
産

業
係
と
建
設
係
を
産
業
建
設
係

に
集
約
し
ま
し
た
。

保
健
師
を
本
庁
に
配
置

　

保
健
業
務
に
関
す
る
情
報
の

共
有
を
図
り
、
業
務
を
効
率
的

に
実
施
す
る
た
め
、
保
健
師
を

本
庁
に
配
置
し
ま
し
た
。
各
地

域
で
実
施
す
る
保
健
事
業
に
つ

い
て
は
、
保
健
師
が
本
庁
か
ら

出
向
い
て
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。


